
（５）食品等の収去検査の実施状況
食品衛生法第２８条の規定に基づき実施した収去検査の実施状況については、表８のとおりです。
また、汚染食品の排除、食中毒発生の未然防止対策を図るため、流通食品の細菌汚染実態を把握する

目的で実施した食中毒菌汚染実態調査結果については、表９のとおりです。

表８ 収去検査の実施状況
食品等分類 予定数 検査区分 保健所収去 市場収去

検 体 項 目 検 体 項 目 不適項目不適検体 不適項目 不適検体

６ ０ ６０ ０弁当・そうざい等 使用基準

１９０ １３ ５６６ １３ ５１ ６ １５３ １０(給食施設の提供食品含む ２２０） 県指導基準

１０６ ０ ９６ ６その他

２５ ０ ２４ ０漬物 使用基準

１３ ０ ８ ０ １６ １ ２０ １２５ 衛生規範

６ ０ ５４ ３その他

１１４ ０ ３２ ０食鳥肉・食肉製品等 成分規格

２３ ７ ３ ０ １７ ５ ２４ ０４０ 使用基準

５６ １１ ７４ １４その他

４９ ０ ８２ １魚介類等 成分規格

１４ ０ １３３ ０使用基準

２９ ３ ０ ０ １５２ １ ２４ ０１００ 暫定的規制値

１７ ０ ９８ ０県指導基準

８６ ３ ５３８ ２その他

５ ０ ２５ ０清涼飲料水 ６ 成分規格

１ ０使用基準

１８ １ ３０ ０氷菓・アイスクリーム類等 １８ 成分規格

１４ ３その他

９ ０ １０５ ０乳及び乳製品 １８ 成分規格

３ ０使用基準

２６ ５ ４４ ６ １２ ０ ２４ ０豆腐類 ４０ 県指導基準

０ ０ ６ ０その他

２ ０ ４ ０ ４ ０ ４ ０冷凍食品 ８ 成分規格

０ ０ ４ １その他

８ ０ １２ ０めん類 使用基準

１４ １ ３８ １ ２１ １ ６３ １３５ 県指導基準

２ ０ ２１ ０その他

３ ０ ０ ０菓子類及び生あん 成分規格

１３ ０ ３４ ０使用基準

３４ ０ ６ ０ １０ ０ ４ ０４５ 指導要領

８４ ０ ２４ ０県指導基準

０ ０ ８ ０その他

５ ０ ０ ０食品添加物・調味料 成分規格

１１ ０ ４１ ０ １２ ０ ４４ ０・みそ等 ２０ 使用基準

２ ０ ３６ ０その他

１２ １ １ ３２ ０ ０青果類 ４０ 成分規格 １０９２ ２５４８

０ ０ １６ ０使用基準

１３ ０ ８８ ０野菜・果実加工品 １０ その他

６ ０ ９ ０輸入食品 ６ 使用基準

２ ０その他

３ ０ ３ ０缶詰・瓶詰食品 ４ 成分規格

３ ０使用基準

１０ ０ ２２ ０ １６ ０ ４ ０卵（液卵を含む） ２０ 成分規格

１７ ０ ６８ ２その他

２ ０ ２ ０栄養機能食品 ２ 規格規準

７ ０ ７ ０アレルギー物質 ０ その他

１８ ０ １８ ０遺伝子組換え食品 ２５ その他

２１６ １０ ８６４ １２０ふきとり検査(設備器具等) ２１０ その他

４２９ ３１ ３８ ５７５ ２４ １６１合 計 ８９２ ２６５３ ５２９０

（検査区分）
成分規格と使用基準：食品衛生法第１１条により、厚生労働大臣により定められたもの。成分規格と使用基準について、合

わないものを販売等してはならないとされている。
規格基準 ：規格基準型の保健機能食品である栄養機能食品がその規格を満たしているかの検査。
※以上が適合しない場合は、法違反となります。
暫定的規制値 ：食品衛生法には、成分規格等定められていないが、通知等により規制値を定められている項目 （食品。

中のＰＣＢ、魚介類の水銀）
、 、 、 。衛生規範 指導要領：食品衛生法には 成分規格等定められていない食品について 製品の要件として通知されている項目

県指導要領 ：食品衛生法には基準のない食品について、奈良県独自で「食品衛生法で規格基準のない食品等の指導
要領」を定め、指導している項目 （衛生規範で通知されているものを、県独自に基準を厳しく設定し。
ているものもある ）。

その他 ：上記に定められた項目以外にも検査を行い、業者指導の一つとしている。




